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労災年金にかかる不適切な事務処理について 

 

東京労働局新宿労働基準監督署において、労災保険の遺族補償年金の支給に際し、

不適切な事務処理を行ったことにより、誤った個人番号を登録する事案が発生してい

たことが確認されましたので、その概要等をお知らせします。 

今回の事態を重く受け止め、労災保険の給付事務の適切な取扱いを徹底し、再発防

止に努めてまいります。 

 

記 

 

１ 事案の概要 

労災保険制度においては、労災年金の支給事務において、個人番号を利用し、厚生年金

等との併給調整等を行っています。 

東京労働局新宿労働基準監督署（以下「新宿署」といいます。）において、被災者遺族で

あるＡ様（妻）に対して、死亡労働者であるＢ様（夫）の個人番号が登録されていました。 

このため、Ａ様のマイナポータルにおいて、労災保険の給付情報が表示されないといっ

た状態が生じていました。 

なお、マイナポータルで確認できる給付情報には個人が特定できる情報は含まれておら

ず、また、給付額や振込先口座に誤りは発生しておりません。 

新宿署ではマイナポータル表示上の不具合を既に是正しており、Ａ様に本事案について説

明した上で謝罪を行いました。 

 

２ 事案の経過と発生原因等 

(1) 経緯 

 令和元年６月：新宿署において、Ａ様の遺族補償年金の支給決定 

令和元年７月：Ａ様の個人番号をシステム登録する際に、通知カードを取り違えたこ

とでＢ様の個人番号を登録。 

新宿署の担当者が、システム登録後に出力される結果リストにより当

該事務処理誤りに気づき、システム登録情報を取り消した上で、改めて

登録し紐付けをし直す処理が必要となることが判明したが、労働基準行

政システム機械処理手引（以下「機械処理手引」といいます。）に基づく
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事務処理に習熟していなかったことから、修正作業が後回しになってし

まい、その後、修正作業の実施を失念してしまった。 

 

令和元年11月：厚生年金等との併給調整の確認 

厚生年金等との併給調整の要否等の確認を行うため、労災年金支払期

（２か月に１回）ごとに、日本年金機構から厚生年金等の受給情報を取

得し「厚年等情報突合結果表」を出力している。この事務処理の過程に

おいて、新宿署は不一致を認識していたが、Ａ様から毎年ご報告いただ

いている労災年金受給者の定期報告書の添付資料にて労災事務に必要な

厚生年金等の受給情報の確認ができていたことから、当該不一致の根本

的解消となる修正作業を怠っていた。 

 

令和５年10月：マイナンバー取得に係る基本４情報の点検 

厚生労働本省から「労災保険におけるマイナンバー取得に係る基本４

情報の点検について」の回答依頼があり、当局で点検を行ったところ、

本件を把握したことから、厚生労働本省へ報告するとともに、新宿署へ

修正作業の指示を行い、マイナポータル表示上の不具合は速やかに是正

した。 

 

(2) 発生原因等 

○ 労災保険給付個人番号利用事務処理手引に定める、個人番号のシステム登録時に基

本４情報（氏名、生年月日、性別、住所）の照合作業や、複数人での確認を怠ったこ

と。 

○ 個人番号登録事務に係る基本的な認識が欠如し、発生当時に個人番号の変更処理が

速やかに行われず、以降の引継ぎ等、組織的に管理されていなかったこと。 

○ 厚生年金等受給情報との突合にて「該当無」の表示がなされていたところ、その原

因の追求を怠ったこと。 

 

３ 今後の対応 

○ 今般、紐付け誤り事案が発生した新宿署について、11月末までに全件、基本4情報の

J-LISへの照合を実施します。 

○ 速やかに臨時労働基準監督署長会議を開催するとともに、局内全署の労災担当職員に

対して、研修を実施し、各種手引等に基づく事務処理及び再発防止の徹底を図ります。 

○ 当局幹部から、局内全署の署長、副署長、労災担当職員に対して、本事案の共有及び

注意喚起を行い、意識の向上を図ります。 


